
平
成
三
十
一
年
二
月
十
二
日
提
出

質

問

第

三

六

号

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
東
海
第
二
発
電
所
再
稼
働
に
関
わ
る
経
理
的
基
礎
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

宮

川

伸
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日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
東
海
第
二
発
電
所
再
稼
働
に
関
わ
る
経
理
的
基
礎
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
政
権
は
成
長
戦
略
の
目
玉
の
一
つ
と
し
て
原
発
輸
出
を
推
進
し
て
い
る
。
し
か
し
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
以

降
、
安
全
性
基
準
が
厳
し
く
な
り
、
巨
額
の
建
設
費
用
の
た
め
に
採
算
が
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
。
三
菱
重
工
は
ト
ル
コ
へ
の

原
発
輸
出
を
断
念
し
た
と
報
道
さ
れ
て
お
り
、
日
立
製
作
所
は
英
国
へ
の
輸
出
を
凍
結
し
た
。
経
団
連
の
中
西
宏
明
会
長
は
年

初
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
八
年
が
た
と
う
と
し
て
い
る
が
東
日
本
の
原
発
は
再
稼
働
し
て
い
な
い
。
国
民

が
反
対
す
る
も
の
は
つ
く
れ
な
い
。
全
員
が
反
対
す
る
も
の
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
業
者
や
日
立
と
い
っ
た
ベ
ン
ダ
ー
が
無
理
に
つ
く

る
こ
と
は
民
主
国
家
で
は
な
い
」
と
答
え
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
国
内
の
原
発
に
お
い
て
も
、
再
稼
働
あ
り
き
で
議
論
を
進

め
る
の
で
は
な
く
、
採
算
性
が
あ
る
か
ど
う
か
し
っ
か
り
と
議
論
し
、
国
民
が
納
得
で
き
る
状
態
に
す
べ
き
で
あ
る
。

昨
年
、
「
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
東
海
第
二
発
電
所
再
稼
働
に
関
わ
る
経
理
的
基
礎
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
を
提
出

し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
九
七
第
一
二
二
号
、
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
明
確
な
回

答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
再
度
質
問
す
る
。

一

東
海
第
二
発
電
所
の
二
十
年
運
転
延
長
許
可
に
あ
た
り
、
そ
の
事
業
主
で
あ
る
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
（
以
下
「
日

本
原
電
」
と
い
う
。
）
は
、
東
京
電
力
か
ら
一
千
七
百
四
十
億
円
の
安
全
対
策
工
事
費
の
資
金
支
援
を
受
け
る
必
要
が
あ

一



る
。
前
回
答
弁
書
の
中
で
政
府
は
、
近
隣
六
自
治
体
の
同
意
が
な
い
状
態
で
、
東
京
電
力
が
日
本
原
電
に
対
し
て
資
金
支
援

を
す
る
か
ど
う
か
は
、
「
東
京
電
力
の
経
営
陣
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
一
方
で
経
済

産
業
大
臣
は
「
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
東
海
第
二
発
電
所
の
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
変
更
許
可
（
発
電
用
原
子
炉
施
設

の
変
更
）
に
関
す
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
及
び
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
に
つ
い
て
（
回
答
）
」
（
以
下

「
本
件
回
答
」
と
い
う
。
）
の
中
で
、
「
資
金
的
協
力
を
含
め
、
東
京
電
力
の
経
営
判
断
の
あ
り
方
は
、
原
子
力
損
害
賠

償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
の
趣
旨
及
び
新
々
・
総
合
特
別
事
業
計
画
の
内
容
に
照
ら
し
て
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い

る
。
」
と
回
答
し
て
い
る
。

し
か
し
、
前
回
答
弁
書
や
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
八
日
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
に
お
い
て
東
京
電
力
が
資
金
支

援
す
る
か
ど
う
か
ま
だ
決
め
て
い
な
い
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
東
京
電
力
が
資

金
支
援
す
る
こ
と
が
「
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
の
趣
旨
及
び
新
々
・
総
合
特
別
事
業
計
画
の
内
容
に
照
ら

し
て
問
題
は
な
い
」
と
判
断
で
き
る
状
態
に
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
経
済
産
業
大
臣
は
本
件
回
答
に
係
る
判
断
が
誤

り
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
対
す
る
回
答
を
撤
回
・
修
正
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

二

東
海
第
二
発
電
所
は
、
今
後
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
費
用
は
他
原
発
で
の
特
定
重

二



大
事
故
等
対
処
施
設
の
費
用
実
績
か
ら
一
千
億
円
程
度
か
か
る
と
予
想
さ
れ
る
。
前
記
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
の
中
で

東
京
電
力
は
、
こ
の
費
用
の
資
金
支
援
は
決
め
て
い
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
。
一
方
で
法
令
上
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施

設
は
本
体
施
設
工
事
計
画
認
可
後
五
年
以
内
に
設
置
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
海
第
二
発
電
所
の
場

合
は
二
〇
二
三
年
十
月
ま
で
に
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
十
年
運
転
延
長
に
関
す
る
一
千

七
百
四
十
億
円
を
使
っ
て
安
全
対
策
工
事
を
し
て
も
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
工
事
費
用
が
追
加
調
達
で
き
な
け
れ

ば
、
二
〇
二
三
年
に
は
運
転
が
で
き
な
く
な
る
。
従
っ
て
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
工
事
が
五
年
以
内
に
完
了
し
な
け

れ
ば
わ
ず
か
な
期
間
し
か
原
発
を
運
転
で
き
ず
、
東
京
電
力
は
到
底
一
千
七
百
四
十
億
円
を
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

�

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
工
事
費
用
の
目
途
が
立
っ
て
い
な
い
状
態
で
、
東
京
電
力
が
日
本

原
電
に
対
し
て
資
金
支
援
す
る
こ
と
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
の
趣
旨
及
び
新
々
・
総
合
特
別
事
業

計
画
の
内
容
に
照
ら
し
て
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。

�

経
済
産
業
大
臣
は
、
東
京
電
力
が
、
福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
の
一
日
も
早
い
復
興
に
向
け
て
会
社
を
あ
げ
て
最
大
限

努
力
す
る
よ
う
促
す
観
点
か
ら
リ
ス
ク
の
高
い
案
件
に
資
金
支
援
し
な
い
よ
う
に
、
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
工
事

三



費
用
の
目
途
が
立
っ
て
か
ら
、
日
本
原
電
に
対
し
て
資
金
支
援
を
す
る
よ
う
に
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

三

経
済
産
業
大
臣
が
本
件
回
答
の
中
で
、
「
資
金
的
協
力
を
含
め
、
東
京
電
力
の
経
営
判
断
の
あ
り
方
は
、
原
子
力
損
害
賠

償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
の
趣
旨
及
び
新
々
・
総
合
特
別
事
業
計
画
の
内
容
に
照
ら
し
て
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い

る
。
」
と
回
答
し
た
こ
と
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
二
十
年
運
転
延
長
許
可
を
判
断
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
東
京
電
力
が
資
金
支
援
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
実
質
上
判
断
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
東
京
電
力
は
前
記
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
で
資
金
支
援
を
す
る
か
ど
う
か
ま
だ
決
め
て
い
な
い
と
は
っ
き
り

答
弁
し
て
い
る
。
更
に
、
原
子
力
規
制
員
会
が
判
断
す
る
上
で
用
い
た
「
東
海
第
二
発
電
所
新
規
制
基
準
対
応
工
事
資
金
調

達
に
係
る
資
金
支
援
に
つ
い
て
（
回
答
）
」
の
中
で
、
東
京
電
力
は
「
本
文
書
は
、
こ
れ
ま
で
に
貴
社
よ
り
弊
社
が
提
示
さ

れ
た
情
報
に
基
づ
き
、
本
件
資
金
支
援
に
関
す
る
意
向
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
ら
法
的
拘
束
力
の
あ
る
約
諾
を
行
う

も
の
で
は
な
く
、
弊
社
に
お
け
る
最
終
的
な
決
定
に
つ
い
て
は
、
弊
社
内
で
の
総
合
的
な
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る

こ
と
と
な
る
」
と
回
答
し
て
お
り
、
東
京
電
力
は
初
め
か
ら
資
金
支
援
を
す
る
か
ど
う
か
ま
だ
決
め
て
い
な
い
旨
を
は
っ
き

り
と
述
べ
て
い
た
。

以
上
よ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
「
経
理
的
基
礎
が
あ
る
」
と
判
断
し
た
こ
と
は
誤
り
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

四



い
。
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
本
件
回
答
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
の
判
断
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
東
海
第
二
発

電
所
の
二
十
年
運
転
延
長
許
可
に
関
し
て
再
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
如
何
か
。

右
質
問
す
る
。

五


